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西脇市市民交流施設使用料の減免基準の基本的な考え方  

 

 

 西脇市市民交流施設条例第９条の規定に基づく使用料の減免につい

ての基本的な考え方は、次のとおりとする。  

 

１  減免適用の考え方  

原則として、市に納める使用料は、受益者負担の原則から、施設

を利用する全ての人が負担し、公平性を担保する必要がある。ただ

し、公益性その他の観点から、次の場合、使用料を減免することが

できる。  

 

２  減免を受けることができる者と減免の額  

減免を受けることができる者  減免の額  

⑴  市が主催する場合  全額（※）  

 

⑵  指定管理者が指定事業を実施する

場合  

全額  

 

⑶  市内の小学校又は中学校が利用す

る場合  

全額又は基本料金の半

額  

⑷  市内の高等学校が利用する場合  基本料金の半額  

 

⑸  文化・教養の向上や健康増進を図

る目的で市民交流施設を継続的に利

用する市内の団体で、市長が認める

ものが利用する場合  

基本料金の半額  

⑹  その他、市長が特に必要と認める

場合  

市長が認めた額  

 

（※）市が主催する事業を実施する目的で使用する場合、その使

用料の総額が  8,000,000円相当までは全額減免とする。市の

令和６年度の使用実績など詳細については、「市による令和

６年度施設利用実績（参考資料５）」を参照のこと。  

 

３  減免の手続  

使用料の減免を受けようとする者は、市民交流施設使用料減免申



請書を市長に提出し、承認を得なければならない。  

 

４  留意事項  

 ⑴  市が主催する事業、又は、市長の認める重要な行事等の実施に

際しては、可能な限り優先的に利用を認めること。  

 ⑵  指定管理者は、市に対し、毎月、市が主催する事業における減

免状況を市に通知しなければならない。  

  


